
基発第0423003号

平成 19年 4月 23日

厚生労働省労働基準局

社団故人日本医師会長 殿

社会復帰促進等事業 としてのアフターケア実施要領の制定について

労働福祉事業としてのアフターケアについては､平成元年3月 20日付け基発第127

号 ｢労働福祉事業としてのアフターケア実施要領の制定についセ｣､昭和43年3月 16

日付け基発第 145号 ｢炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に係るアフターケアの実施要柄

について｣及び昭和43年 6月5日付け基発第354号 ｢炭鉱災害による一酸化炭素中毒

症に係るアフターケアに要する費用の算定及び投薬方針について｣により実施していると

ころであるが､今般､別添のとおり｢社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領｣

を制定し､別添のとおり都道府県労働局長あて通達したので､御了知願いたい｡
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基発第 0423007号

平成 19年 4月 23日

厚生労働省労働基準局

独立行政法人労働者健康福祉機構理事長 殿

社会復帰促進等事業 としてのアフターケア実施要領の制定について

労働福祉事業としてのアフターケアについては､平成元年3月20日付け基発第 127

号 ｢労働福祉事業 としてのアフターケア実施要領の制定について｣､昭和43年 3月 16

日付け基発第 145号 r炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に係るアフターケアの実施要綱

について｣及び昭和43年 6月 5日付け基発第 354号 ｢炭鉱災害による一酸化炭素中毒

症に係るアフターケアに要する費用の算定及び投薬方針について｣により実施 していると

ころであるが､今般､別添のとお り｢社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領｣

を制定し､別添のとおり都道府県労働局長あて通達 したので､御了知願いたい｡



竃 蓄

財団猿人労災保険情報センター理事長 殿

基発第0423012号

平成 19年 4月 23日

厚生労働省労働基準局

社会復帰促進等事業 としてのアフターケア実施要領 の制定について

労働福祉事業としてのアフターケアについては､平成元年 3月 20日付け基発第 127

号 ｢労働福祉事業としてのアフターケア実施要領の制定について｣､昭和43年 3月 16

日付け基発第 145号 ｢炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に係るアフターケアの実施要綱

について｣及び昭和43年 6月 5日付け基発第354号 ｢炭鉱災害による一酸化炭素中毒

症に係るアフターケアに要する費用の算定及び投薬方針について｣により実施 していると

ころであるが､今般､別添のとお り｢社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領｣

を制定し､別添のとおり都道府県労働局長あて通達 したので､御了知願いたい｡t
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都道府県労働局長 殿

基発第0423002号

平成 19年 4月 23日

厚生労働省労働基準局長

(公 印 省 略 )

社会復帰促進等事業 としてのアフターケア実施要領の制定について

労働福祉事業としてのアフターケアについては､平成元年.3月20日付け基発第127

号 ｢労働福祉事業としてのアフターケア実施要領の制定について上 昭和43年 3月16

日付け基発第 145号 ｢炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に係るアフターケアの実施要綱

につ.いて｣及び昭和43年6月5日付け基発第354号 ｢炭鉱災害による-酸化炭素中毒

症に係るアフターケアに要する費用の算定及び投薬方針について｣(以下 ｢127号通達

等｣という｡)により実施しているところであるが､今般､別添のとお り ｢社会復帰促進

等事業としてのアフターケア実施要領｣を制定し､平成 19年7月 1日から実施 (別紙 ｢傷

病別アフターケア実施要綱｣第 1から第20までに定める｢4 健康管理手帳の有効期間｣

については､平成 19年 10月 1日から実施)することとしたので､下記に留意の上､ア

フターケア実施医療機関等及び対象者に周知するとともに事務処理に遺漏なきを期された

いO

記

第 1 制定の趣旨

平成 17年 12月 12日に取りまとめられた労災医療専門家会議の ｢胸腹部臓器の障

害に係るアフタ-ケアについての検討報告書｣においては､｢既存のアフターケアの要

綱についても､現在の医療技術を考慮した見直しを行うことが望まれる｣との提言がな

されたところである｡このことを踏まえ､アフターケアの目的に沿った措置内容等につ

いて最新の医療水準に見合うものとすべく､新たに労災医療専門家会議を開催し､今後

のアフターケア制度を運用していく上で基本となる考え方についての整理も含め検討を

依頼した結果､平成 19年3月に ｢アフターケアに関する検討報告書｣が取りまとめら

れたので､この検討結果に基づき､アフターケアの措置内容等の見直しを行うものであ

る｡



第 2 見直しの要点

1 対象傷病について

(1) 頭頭部外傷症候群等の整理

頭頚部外傷症候群等に係るアフターケア実施要綱については､頭頚部外傷症候群､

額肩腕症候群､腰痛､一酸化炭素中毒症 (炭鉱災害によるものを除く｡)､外傷に

よる脳の器質的損傷及び減圧症の6傷病がまとめられているが､これを整理するた

め､本実施要綱から一酸化炭素中毒症 (炭鉱災害によるものを除くO)､外傷によ

る脳の器質的損傷及び減圧症を分離する｡

(2) ｢頚肩腕症候群｣の名称変更

｢額肩腕症候群｣については､平成9年 2月 3日付け基発第 65号 ｢上肢作業に

基づく疾病の業務上外の認定基準について｣により､その定義が変更されているこ

とを踏まえ､名称を ｢額肩腕障害｣に変更するO

(3) 脳の器質性障害に係るアフタ-ケアの新設

頭頚部外傷症候群等に係るアフタ-ケア実施要綱から分離した一酸化炭素中毒症

(炭鉱災害によるものを除く｡)､外傷による脳の器質的損傷及び減圧症を有機溶

剤中毒等に係るアフターケア及び脳血管疾患に係るアフターケアと統合し､傷病別

アフターケア実施要綱の中に脳の器質性障害に係るアフターケアを新設するo

(4) 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に係るアフターケア実施要綱の統合等

ア 昭和43年 3月 16日付け基発第 145号 ｢炭鉱災害による-酸化炭素中毒症

に係るアフターケアの実施要綱について｣及び昭和43年 6月 5日付け基発第3

54号 ｢炭鉱災害による-酸化炭素中毒症に係るアフターケアに要する費用の算

定及び投薬方針について｣を本実施要領に統合する｡

イ r一酸化炭素中毒症｣の名称については､医学上適切な名称となるよう ト 酸

化炭素中毒｣に改める｡

2 対象者について

熱傷に係るアフターケアについて､後遺障害の程度が ｢女性の外ぼうに醜状を残す

もの｣(障害等級第 12級)に該当する者を対象者としていることとの均衡から､｢男

性の外ぼうに醜状を残すもの｣(障害等級第 14級)に該当する者も対象者に追加す

る0

3 措置範囲について ｡.

理学療法､注射､精神療法 ･カウンセリング等及び保健のための薬剤の支給の事項

については､アフターケア制度上､治療と区別するため､実施要領上､保健のための

処置にまとめるO



4 保健指導について

呼戟機能障害に係るアフターケアの対象者に対する保健指導として､喫煙者に対す

る禁煙の指導を明記する｡

5 保健のための処置について

(1) 睦毛抜去の処置の追加

経毛乱生 (逆さまつげ)が生じた場合には､痛みの発生や角膜上皮剥離､角膜潰

癌をつくることがあることにかんがみ､｢睦毛抜去｣の処置を白内障等の眼疾患に

係るアフターケアに追加する｡

(2) 白内障等の眼疾患に対する外用薬の支給

眼疾患に対する外用薬については､点眼剤のほか眼軟膏も必要と認められること

から､白内障等の眼疾患に係るアフターケア項中の ｢点眼剤｣を ｢外用薬｣に改め

る｡

(3) 末梢神経障害治療薬の追加

せき髄損傷､脳の器質性障害 (四肢麻痔等が出現した者に限るO)及び外傷によ

る末梢神経損傷に係るアフターケアに ｢末梢神経障害治療薬｣を追加するO

(4) 排尿障害改善薬及び頻尿治療薬の追加

せき髄損傷､尿路系障害及び脳の器質性障害 (四肢麻嫁等申出現した者に限るO)

に係るアフターケアに､｢排尿障害改善薬及び頻尿治療薬｣を追加するO

(5) 鎮牽薬の追加

｢鎮牽薬｣については､感覚器官用薬に分類されるが､内耳の血流量を改善し､

めまいを抑える薬であることから､頭額部外傷症候群等及び脳の器質性障害に係る

アフターケアで支給する ｢循環改善薬｣に含めるO

(6) 呼吸機能障害に対する貼付薬の追加

気道轡確に対し日常臨床として用いられている ｢呼吸器用貼付薬｣を呼吸機能障

害に係るアフターケアに追加するO

(7) 併用薬の取扱いに係る見直し

ア ｢抗潰疲薬｣については､鎮痛薬に対する併用薬として通常に支給されるもの

であることから､｢健胃消化薬｣に ｢抗潰疲薬｣を含むととを明記する｡

イ ｢抗てんかん薬｣に対する ｢肝臓用薬｣については､医学的に併用することが

必要と認められる薬剤の例として明記していたが､当該薬剤が肝障害を予防する

医学的根拠がなく､併用薬として支給することが適切でないため､この例を認め

られる併用薬から削除する｡

(8) 脳の器質性障害に係るアフターケアとしての精神療法及びカウンセ リングの実施

脳の器質性障害について､精神の後遺症状に対する増悪を防ぐための ｢精神療法

及びカウンセ リング｣が必要であることにかんがみ､当該処置を脳の器質性障害に

係るアフタ←ケアに追加するO



(9) 精神科作業療法及び精神科デイ ･ケアの削除

｢精神療抵 ･カウンセリング等｣や ｢等｣に該当するものとして取り扱っている

｢精神科作業療法及び精神科デイ ･ケア｣については､社会生活機能の回復を目的

とするものであり､アフターケアとして実施することは不適当であるから､削除す

るOまた､これに伴い ｢精神療絵 ･カウンセ リング等｣の名称を ｢精神療法及びカ

ウンセ リング｣と改めるO

(10)精神薬の名称の整理

各傷病のアフターケアごとに異なっている精神薬の名称については､全て ｢向精

神薬｣に統-する｡また､｢睡眠薬｣については､向精神薬に含まれるため､精神

障害に係るアフターケアの項から ｢睡眠薬｣の項 目を削除する｡

(ll)特定薬剤治療管理料の対象の追加

診療報酬の算定方法 (平成 18年厚生労働省告示第 92号)別表第 1医科診療報

酬点数表 (以下 ｢健保点数表｣という｡)において ｢特定薬剤治療管理料｣の対象

として認められている ｢向精神薬｣を継続授与する場合であって､当該薬剤の血中

濃度を測定し､その測定結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合には､

健保点数表により ｢特定薬剤治療管理料｣を算定できるものとするO

(12)重症痩性麻凍治療薬髄腔内持続性入用埋込型ポンプに再充填する鎮疫薬の追加

せき髄損傷及び脳の器質性障害 (四肢麻痔等が出現 した者に限るO)に係るアフ

ターケア項中の ｢筋弛緩薬｣について､｢重症癌性麻療治療薬髄腔内持続性入用埋

込型ポンプに再充填する鎮痘薬｣を追加する｡

6 検査について

(1) 血液一般 ･生化学検査の名称変更

｢血液一般 ･生化学検査｣については､健保点数表の末梢血液一般 ･生化学的検

査と同様であるため､その名称を ｢末梢血液-般 ･生化学的検査｣に変更する｡

(2) コンピュータ断層稼影検査の明確化

大腿骨頚部骨折及び股関節脱臼 ･脱臼骨折並びに脳の器質性障害に係るアフター

ケア項中のコンピュータ断層撮影検査については､検査内容を明確にするため､｢C

T､MRI等｣と表記するo

(3) 腎機能検査の項 目削除

せき髄損傷に係るアフターケア項中の ｢腎機能検査｣については､｢末梢血液-

般 ･生化学的検査｣に包括することから､検査項 目から削除するO

(4) 尿培養検査の追加

せき髄損傷､尿路系腫疲及び脳の器質性障害 (四肢麻壕等が出現した者に限る｡)

については､神経因性膳脱がある場合には残尿があり､上部尿路感鞄を起こす危険

があることから､これ ら傷病に係るアフターケア項中の ｢尿検査｣に ｢尿培養検査｣

を含むことを明記する｡



(5) 残尿測定検査の追加

せき髄損傷及び脳の器質性障害 (四肢麻痔等が出現した者に限る｡)に係るアフ

ターケア項中の ｢膳耽機能検査｣については､超音波を用いた ｢残尿測定検査｣を

実施することが多いことにかんがみ､｢膜朕機能検査｣に ｢残尿測定検査｣を含む

ことを明記する｡.

(6) cRP検査の追加

膿性骨髄炎及び循環器障害 (人工弁又は人工血管に置換した者に限る｡)について

は､個別に感染を繰 り返しやすいリスクを持った状態において､指標として用いる

ことは適切であることから､これら傷病に係るアフタ-ケアに当該検査を加える0

7 実施期間の継続について

(1) 実施期間の継続に係る健康管理手帳の有効期間の見直し

アフターケアの実施期間は､原則として当該期間におけるアフターケアの実施を

もって､それ以降のアフターケアの継続を必要としない期間であることから､実施

期間が治ゆ後2年又は3年と定められているア.7ダーケアの更新に係る健康管理手

帳 (以下 ｢手帳 ｣というo)の有効期間については､1年とするOまた､せき髄損

傷等実施期間に限度がないアフターケアの更新に係る手帳の有効期間については､

3年を5年に改める｡

(2) 実施期間の継続に係る主治医の意見等の確認

実施期間の継続については､その要件を ｢医学的に更に継続する必要のある者｣

としていることにかんがみ､｢主治医の意見等｣によることを明確にするとともに､

｢アフターケア実施期間の更新に関する診断書｣(様式第 3号別紙)を提出させる

ものとする0

8 算定方法について

アフターケア委託費の請求に係る算定方法について､当該請求の審査事務の効率化

を図るため､複数の通達等によって示している取扱いを整理し､本実施要領にまとめ

る｡

9 施行期日

本通達は平成 19年 7月 1日から施行することとし､127号通達等は平成19年

6月 30日をもって廃止する｡



(別 添 )

社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領

1 日 的

業務災害又は通勤災害により､せき髄損傷等の傷病にり患した者にあっては､症

状固定後においても後遺症状に動揺をきたす場合が見られること､■後遺障害に付随

する疾病を発症 させるおそれがあることにかんがみ､必要に応 じてアフターケアと

して予防その他の保健上の措置を講 じ､当該労働者の労働能力を維持 し､円滑な社

会生活を営ませるものとする｡

2 対象傷病

アフターケアの対象傷病は､次のものとする｡

① せき髄損傷

② 頭頚部外傷症候群等 (頭頚部外傷症候群､額肩腕障害､腰痛)

③ 尿路系障害

④ 慢性肝炎

⑤ 白内障等の眼疾患

⑥ 振動障害

⑦ 大腿骨額部骨折及び股関節脱臼 ･脱臼骨折

(む 人工関節 ･人工骨頭置換

⑨ 慢性化膿性骨髄炎

⑲ 虚血性心疾患等

⑪ 尿路系腫疲

⑩ 脳の器質性障害

⑬ 外傷による末梢神経損傷

⑭ 熱傷

⑬ サ リン中毒

⑯ 精神障害

⑰ 循環器障害

⑩ 呼吸機能障害

⑬ 消化器障害

⑳ 炭鉱災害による一酸化炭素中毒
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3 対象者

アフターケアの対象者 (以下 ｢対象者｣ というo)は､別紙の ｢傷病別アフター

ケア実施要綱｣(以下,｢傷病別実施要綱｣というO)に定めるところによる｡

なお､傷病別実施要綱に定める労働者災害補償保険法による障害 (補償)給付を

受けることが見込まれる者とは､障害 (補償)給付の請求から支給決定までにかな

りの期間を要すると見込まれる場合であって､主治医等の診断書､エックス線写真

等により､アフターケアの支給要件を満たす障害等級に該当することが明らかであ

ると認められる者をいう｡

4 措置範囲

アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は､次の事項について傷病別実

施要綱に定めるところによる｡

① 診察

② 保健指導

③ 保健のための処置

④ 検査 ..

5 実施医療機関等

(1) アフターケアは､労災病院､医療 リハビリテーションセンター､総合せき損セ

ンター､労働者災害補償保険演施行規則 (8(3)において ｢労災則｣とい うO)

第 11条の規定により指定された病院若 しくは診療所又は薬局 (以下 ｢実施医療

機関等｣とい う｡)において行うものとする｡

(2) アフターケアを受けようとする者は､その都度､実施医療機関等に後記 6に定

める ｢健康管理手帳｣(様式第 1号.ただし､炭鉱災害による一酸化炭素中毒に

係るアフターケアについては､炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措

置法施行規則様式第4号とするO以下 ｢手帳｣というO)を提出するものとし､

アフターケアの実施に関する記録の記入を受けるものとする｡

6 健康管理手帳

(1) 交 付

ア 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長 (以下 ｢所韓署長｣という.)

は､アフターケアの対象予定者を ｢健康管理手帳交付報告書｣(様式第 2号)

により当該所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長 (以下 ｢所轄局長｣

という｡)に報告するものとする｡

イ 所轄局長は､上記アの報告に基づき､対象者 と認められる者に対して､手帳
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を交付するものとするO.

(2) 有効期間

手帳の有効期間は､傷病別実施要綱に定めるところによるo

(3) 更 新

ア 手帳の有効期間が満了した後にも､継続 してアフターケアを受けることを希
l

望する者は､手帳の有効期間が満了する日の 1か月前までに ｢健康管理手帳更

新 ･再交付申請書｣(様式第 3号)により､所轄署長を経由して所轄局長あて

に手帳の更新を申請するものとする｡

ただし､傷病別実施要綱の ｢第 2 頭頚部外傷症候群等に係るアフターケア｣∫

に掲げる傷病については､継続することはできないものとするO

イ 傷病別実施要綱において､診察の実施期間に限度が定められている傷病につ

いては､上記アの申請書に ｢アフ､タ-ケア実施期間の更新に関する診断書｣(様

式第 3号別紙)を添付するものとする｡

ウ 所轄局長は､上記アの申請については､主治医の意見等に基づき､なお医学

的にアフターケアを継続 して行 う必要があると認められる場合には､手帳の更

新を行 うものとするO

なお､傷病別実施要綱において､診察の実施期間に限度が定められていない

傷病については､手帳の更新の必要性を判断するに当た り､主治医の意見等を

必要としないこと｡

(4) 再交付

ア 手帳を紛失若 しくは汚損 し又は手帳のアフターケア記録欄に余白がなくなっ

た ときは､｢健康管理手帳更新 ･再交付申請書｣(様式第 3号)により､所轄

署長を経由して所轄局長あてに手帳の再交付を申請するものとする｡

イ 所轄局長は､上記アの申請に基づき､手帳を再交付するものとするO

なお､再交付 された手帳の有効期間は､紛失若 しくは汚損 し又は余白がなく

なった手帳の有効期間が満了する日までとする｡

(5) 交付方法

ア 所轄局長は､手帳の交付､更新又は再交付をするときは､｢健康管理手帳交

付書及び受領書｣(様式第 4号)により､対象者に交付するものとするO

イ 手帳の交付を受けた者は､ 1週間以内に ｢健康管理手帳交付書及び受領書｣

(様式第4号)の受領書を所轄局長あてに提出するものとするO

ウ 更新又は再交付 (紛失を除くO)の場合は､前回交付 された手帳を上記イの
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受領書に添付して返納するものとする｡

(6) 返 納

手帳の交付を受けた者は､上記(5)の場合を除き､次に該当したとき､遅滞な

く既に交付されている当該手帳を所轄局長に返納しなければならないものとす

るo

① 手帳の有効期間が満了したとき

② 傷病が再発し､療養 (補償)給付を受けることとなったとき (同一の災害

により被った傷病に関し､ 2以上の手帳の交付を受けている場合において､

その｢傷病について再発により療養 (補償)給付の支給を受けることとなっ

たときは､当該交付されているすべての手帳を返納すること0)

③ その他当該手帳が不要となったとき又は所轄局長から返還を求められたと

き

7 アフターケア委託費の請求

(1) 実施医療機関等は､アフターケアに要した費用 (以下 ｢アフターケア委託費｣

とい う｡)を請求するときは､後記 8により算定した毎月分の費用の額を ｢アフ

ターケア委託費請求書｣(様式第 5号)又は ｢アフターケア委託費請求書 (薬局

用)｣(様式第 6号)(以下 ｢請求書｣というO)に記載の上､当該実施医療機関

等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出するものとするo

(2) 上記 (1)の請求をする際には､｢アフターケア委託費請求内訳書｣(様式第5号

の 2､.様式第 5号の3)又は ｢アフターケア委託費請求内訳書 (薬局用)｣(様

式第 6号の 2)(以下 ｢レセプ ト｣という｡)を1回の診察等又は 1回の処方に

係る調剤ごとに1枚作成し､請求書に添付するものとする｡

8 費用の算定方法

アフターケアに要する費用の額の算定方法は､労災診療費算定基翠 (昭和51年

1月 13日付け基発第72号)に準拠することとするが､次の項目に留意することO

なお､労災診療費算定基準及び診療報酬の算定方法 (平成 18年厚生労働省告示

第 92号)別表第 1医科診療報酬点数表 (以下 ｢健保点数表｣というO)及び別表

第 3調剤報酬点数表 (以下 ｢調剤点数表｣というO)が改定されたときは､改定後

の額とすること｡

(1) 診 察

ア 労災診療費算定基準に定める ｢初診料｣又は ｢再診料｣の額若しくは健保点
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数表に定める ｢外来診療科｣の点数に労災診療費算定基準に定める単価 (以下

｢労災診療単価｣ という｡)を乗 じて得た額 とするO

イ 治ゆ後､療養を行っていた医療機関において引き続きアフターケアを受ける

場合､アフターケアにおける最初の診察については､労災診療費算定基準に定

める ｢再診料｣又は健保点数表に定める ｢外来診療科 ｣を算定するO

ウ 労災診療費算定基準に定める ｢初診時ブラッシング料｣及び ｢再診時療養指

導管理料｣並びに健保点数表に定める ｢外来管理加算｣は､アフターケアにお

いては認められないものである｡

(2) 保健指導

ア 健保点数表に定める ｢特定疾患療養管理料｣の点数に労災診療単価を乗 じて

得た額 とする｡

イ 月 2回の算定を限度とするO

ウ 許可病床数が 200床以上の病院においては､算定できないものであるO

エ 同一医療機関において､ 2以上の診療科にわた りアフターケアを受けている

場合には､主な対象傷病に係るアフターケアに対 してのみ算定する｡

(3) 保健のための処置

ア 処置 (保健のための薬剤の支給を含む｡)については､次に定めるところに

よるほか､健保点数表に定める点数に労災診療単価を乗じて得た額 とするO

(ア) 労災則第 11条の規定により指定された薬局における薬剤の支給にづいて

は､調剤点数表により算定した額とする｡

(イ) 傷病別実施要綱における ｢精神療法及びカウンセ リング｣については､健

保点数表に定める ｢通院精神療法｣又は ｢通院集団精神療法｣の点数に労災

診療単価を乗 じて得た額とする｡

なお､当該処置を実施 した場合は､保健指導の費用は重ねて算定できないO

(ウ) 傷病別実施要綱における ｢重症癌性麻療治療薬髄腔内持続注入用埋込型ポ

ンプに再充填する鎮疫薬｣の支給については､当該薬剤の費用と併せて健保

点数表に定める ｢重症癌性麻療治療薬髄腔内持続注入用埋込型ポンプ薬剤再

充填｣の点数に労災診療単価を乗 じて得た額 とする｡

イ 処置 (保健のための薬剤の支給を除く｡)に伴い､保健のために必要な材料

(以下 ｢処置材料｣とい うo)を支給 した場合には､医療機関の購入単価を 1

0円で除 して得た点数に労災診療単価を乗 じて得た額 とする｡

り 処置材料は､担当医から直接処方され､授与されたものに限られるものであ

る｡よって､たとえ担当医の指示によるものであっても､薬局等から市販のガ ､

-ゼ､カテ-テプレなどを対象者が自ら購入するものは､支給の対象とならない
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ものである｡

エ 自宅等で使用するためのカテ-チ/レなどの支給に係 る費用については､カテ

ーテルなどの材料に係る費用のみを算定できるものであり､健保点数表に定め

る ｢在宅自己導尿指導管理料｣は算定できないものである｡

オ 医療機関は､処置材料を算定する場合には､ レセプ トの処置料の欄に記載す

るものとするO

なお､自宅等で交換のた吟に使用する滅菌ガーゼの費用の算定に際しては､

裾唐の詳細､ガーゼの枚数及びサイズ等をレセプ トの裏面に記載するものとす

るO

カ 傷病別実施要綱に定める薬剤の支給笹ついて､鎮痛薬に対する健胃消化薬(抗

潰疲薬を含むと)等医学的に併用することが必要 と認 められる薬剤を支給する

場合には､亘の費用の算定ができるものであるO

キ 抗てんかん薬､不整脈用剤 (抗不整脈薬)及び健保点数表において特定薬剤

治療管理料の対象 として認められている向精神薬を継続授与する場合であっ

て､当該薬剤の血中濃度を測定し､その測定結果に基づき当該薬剤の投与量を

精密に管理 した場合には､健保点数表に定める ｢特定薬剤治療管理料｣の点数

に労災診療単価を乗 じて得た額により､その費用の算定ができるものである｡

なお､同一の者について 1月以内に当該薬剤の血中濃度の測定及び投与量の

管理を 2回以上行った場合においては､特定薬剤治療管理料は 1回とし､第 1

回の測定及び投与量の管理を行ったときに算定する｡

ク 医療機関は､傷病別実施要綱において ｢医学的に特に必要 と課められる場合

に限 り実施｣するものと定められた処置 (保健のための薬剤の支給を含むO)

を実施 した場合には､レセプ トの摘要欄に ｢特に必要 と認められる｣理由を具

体的に記載するものとする｡

(4) 検 査

ア 検査については､次に定めるところによるほか､健保点数表に定める点数に

労災診療単価を乗 じて得た額 とする｡

(ア) 振動障害に係るアフターケアにおける ｢末梢循環機能検査上 ｢末梢神経

機能検査 (神経伝導速度検査を除 く｡)｣及び ｢末梢運動機能検査｣につい

ては､昭和 56年 9月 2日付け補償課長事務連絡第 40号 ｢労災諺療 (振動

障害)における検査料等の取扱いについて｣に定める点数に労災診療単価を

乗 じて得た額 とする｡

(イ) 虚血性心疾患等に係 るアフターケアにおける ｢ペースメ-力等の定期チェ

ック｣については､健保点数表に定める ｢心臓ペースメーカー指導管理料｣

の点数に労災診療単価を乗 じて得た額 とする｡
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なお､当該定期チェックを実施 した場合は､保健指導の費用を重ねて算定

することはできないものである｡

(ラ) 炭鉱災害による-酸化炭素中毒に係るアフF,-ケアにおける ｢検査 (健康

診断)｣については､次に掲げる点数に労災診療単価を乗じて得た額とする0

なお､尿中の蛋白､糖及びウロビリノーゲンの検査並びに赤血球沈降速度

及び白血球数の検査については､費用の算定はできないものである｡

① .全身状態の検査 335点② 自覚症状の検査

③ 精神及び神経症状の-般的検挙

イ 検査を行 うに当たって使用される薬剤については､健保点数表に定める点数

に労災診療単価を乗 じて得た額とする｡

ウ 医療機関は､傷病別実施要綱において ｢医学的に特に必要と認められる場合

に限 り実施｣するものと定められた検査を実施した場合には､レセプ トの摘要

欄に ｢特に必要と認められる｣理由を具体的に記載するものとする0

9 実施期 日

本実施要領は､平成 19年 7月 1日から実施するものとする (同日以降に実施さ

れ るアフターケアから適用する｡)oただし､傷病別実施要綱第 1から第 20まで

に定める ｢4 健康管理手帳の有効期間｣については､平成 19年 10月 1日から

実施するものとし (同日以降に ｢健康管理手帳更新 ･再交付申請書 ｣を受け付けた

ものか ら適用する｡)､それまでの間における健康管理手帳の有効期間の取扱いに

ついては､従前の平成元年 3月 20日付け基発第 127号 ｢労働福祉事業としての

アフターケア実施要領の制定について｣及び昭和43年3月 16日付け基発第 14

5号 ｢炭鉱災害による-酸化炭素中毒症に係るアフターケアの実施要綱について｣

の例によるものとする｡
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別 紙

傷 病別 ア フター ケ ア 実施 要綱

第 1 せき髄損傷に係るアフターケア

1 趣 旨

せき髄損傷者にあっては､症状固定後においても尿路障害､裾槍等の予防その他の医

学的措置等を必要とすることがあることにかんがみ､アフターケアを行 うものとする｡

2 対象者

(1) アフターケアは､業務災害又は通勤災害によるせき髄損傷者であって､労働者災害

補償保険法によ､る障害等扱 く以下 ｢障害等級｣という｡)第 3級以上の障害補償給付

若 しくは障害給付を受けている者又は受けると見込まれる者 (症状固定した者に限

る｡)のうち､医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると謬められる者に対

して行 うものとする｡

(2) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長は､医学的に特に必要があると認める

ときは､業務災害又は通勤災害によるせき髄損傷者であって､障害等級第4級以下の

障害補償給付又は障害給付を受けている者についてもア フターケアを行 うことができ

るものとする｡

3 措置範囲

アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は､次のとおりとする｡

(1) 診 察

原則として､1か月に1回程度必要に応じて行 うものとする｡

(2) 保健指導

診察の都度､必要に応 じて行 うものとするO

(3) 保健のための処置

診察の都度､必要に応 じて次に掲げるそれぞれの範囲内で行 うことができるものと

する｡

ア 裾癒処置

(ア) 裾癒が生じている者に対し､その症状に応 じて行 うものとするOただし､療養

補償給付又は療養給付の対象となる裾疫については､アフターケアの対象となら

ない｡したがって､症状が若干の通院又は投薬で回復する程度の裾痕を対象とす

るものとする｡ .

(イ) 医師が必要と認めた場合には､自宅等で交換のために使用する滅菌ガーゼ及び

鮮創膏を支給できるものとする｡

イ 尿路処置 (導尿､膜批洗浄､留置カテーテル設置 ･交換を含む｡)
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医師が必要と静めた場合には､自宅等で使用するためのカテーテル､カテーテル

用消毒液 (洗浄剤及び潤滑剤を含む｡)及び滅菌ガーゼを支給できるものとするO

ウ 薬剤の支給

① 抗菌薬 (抗生物質､外用薬を含む｡)

尿路感染者､尿路虚数のおそれのある者及び裾槍のある者を対象とする｡

② 裾癒処置用 ･尿路処置用外用薬

③ 排尿障害改善薬及び頻尿治療薬

④ 筋弛緩薬 (鎮痘薬を含む｡)

重症癌性麻療治療薬髄腔内持続注入用埋込型ポンプに再充填する鎮痩薬を含む

ものとする｡

⑤ 自律神経薬

⑥ 末梢神経障害治療薬

⑦ 向精神薬

(卦 鎮痛 ･消炎薬 (外用薬を含むo)

⑨ 整腸薬､下剤及び沫腸薬

(4) 検 査

診察の結果､必要に応 じて次の検査をそれぞれの範囲内で行 うことができるものと

する｡

(∋ 尿検査 (尿培養検査を含むO)I 診察の都度､必要に応じて実施 .

② cRP検査 1年に2回程度

(診 末梢血液一般 .生化学的検査 1年に1回程度

④ 膜批機能検査 (残尿測定検査を含むo)

残尿測定検査は､魔音波によるもの

を含むo

⑤ 腎臓､勝脱及び尿道のエックス線検査

⑥ 損傷せき椎及び麻療域関節のエックス 医学的に特に必要と認められる場

4 健康管理手帳の有効期間

(1) 新規の交付

交付 日から起算 して3年間とする｡

(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌 日から起算 して 5年間とする｡
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第 2 頭頭部外傷症候群等に係るアフターケア

1 趣 旨 ,

頭頭部外傷症候群等の傷病者であって､症状固定後においても神経に障害を残す者に

あっては､季節､天候､社会環境等の変化に伴って症状に動揺をおこすことがあること

にかんがみ､アフターケアを行 うものとする｡

2 対象者

(1),アフターケアは､業務災害又は通勤災害により次の①～③に掲げる傷病にり患した

者であって､労働者災害補償保険法による障害等級 (以下 ｢障害等級了という｡)第

9級以上の障害補償給付若しくは障害給付を受けている音叉は受けると見込まれる者

(症状固定した者に限る｡)のうち､医学的に早期にアフターケアの実施が必要であ

ると認められる者に対して行 うものとするO

なお､額肩腕障害とは､上肢等に過度の負担のかかる業務によって､後頭部､頚部､

肩甲帯､上肢､前腕､手及び指に発生した運動器の障害をいうものである｡

① 頭頚部外傷症候群

② 頭肩腕障害

③ 腰痛

(2) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長は､医学的に特に必要があると認める

ときは､業務災害又は通勤災害により上記(1)に掲げる傷病にり患した者であって､

障欝等殻第 10級以下の障害補償給付又は障害給付を受けている者についてもアフタ

ーケアを行 うことができるものとするO

3 措置範囲

アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は､次のとおりとする｡

(1) 診 察

'症状固定後 2年を限度として､1か月に1回程度必要に応じて行 うものとするO

(2) 保健指導

診察の都度､必要に応じて行 うものとする｡

(3) 保健のための処置

診察の都度､必要に応じて次の薬剤を支給することができるものとする｡

① 神経系機能賦活薬

② 向精神薬

頭頭部外傷症候群に限るものとするO

③ 筋弛緩薬

① 鎮痛 ･消炎薬 (外用薬を含むo)

⑤ 循環改善薬 (鎮餐薬､血管拡張薬及び昇圧薬を含む｡)
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血液の循環の改善を必要とするものに対 して必要に応 じて支給する｡

(4) 検 査

診察の結果､必要に応じて次の検査をその範囲内で行 うことができるものとするO

エックス線検査 各傷病について必要と認められる部位

4 健康管理手帳の有効期間

交付日から起算して2年間とするO

なお､更新による再交付はできないO
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第 3 尿路系障害に係るアフターケア

1 趣 旨

尿道断裂や骨盤骨折等により､尿道狭さくの障害を残す者及び尿路変向術を受けた者

にあっては､症状固定後においても尿流が妨げられることにより腎機能障害や尿路感灸

症を発症するおそれがあることにかんがみ､アフターケアを行 うものとする｡

2 対象者

アフターケアは､業務災害又は通勤災害により､尿道狭さくの障害を残す者又は尿路

変向術を受けた者であって､労働者災害補償保険法による障害補償給付若しくは障害給

付を受けている者ヌは受けると見込まれる者 (症状固定した者に限る｡)のうち､医学

的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者に対して行うものとする｡

3 措置範囲

アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は､次のとおりとするO

(1) 診 察

原則 として､症状固定後 3年を限度として､1-3か月に1回程度必要に応 じて行

うものとするが､医学的に更に継続する必要のある者については､その必要な期間継

続 して行 うことができるものとする｡

(2) 保健指導

診察の都度､●必要に応じて行 うものとする｡

(3) 保健のための処置

診察の都度､必要に応じて次に掲げるそれぞれの範囲内で行 うことができるものと

するO

ア 尿道ブジー (誘導ブジーを含むO)

(ア) シャリエ式尿道ブジー第 20番が辛 うじて通り､時々拡張術を行 う必要がある

ものの回数は､1-4か月に1回程度とするO

(イ) シャリエ式尿道ブジー第 16番程度又は第 19番程度により拡張術を要するも

のの回数は､目標番数 (通常は20番)に達するまでの3-6か月は過 1回程度

とし､目標番数に適した後は､1-4か月に1回 (尿道の状態の確認のための尿

道ブジー)とするO

(ウ) シャリエ式尿道ブジー第 15番程度以下のブジーにより拡張術を要するものの

回数は､上記(イ)と同様とする｡

(エ) 糸状ブジーが辛 うじて通るものは､再発として取り扱われるものである｡

イ 尿路処置 (導尿､勝脱洗浄､留慶カテーテル設置 ･交換を含む｡)

医師が必要と認めた場合には､自宅等で使用するためのカテ-チ/レ､カテーテル

用消毒液 (洗浄剤及び潤滑剤を含む｡)及び滅菌ガーゼを支給できるものとする｡
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ウ 薬剤の支給

①～⑤の薬剤については､尿道ブジー及び尿路処置の実施の都度､必要に応じて

1週間分程度支給できるものとする｡

① 止血薬

(診 抗菌薬 (抗生物質を含む｡)

③ 自律神経薬

① 鎮痛 ･消炎薬

6) 尿路処置用外用薬

(む 排尿障害改善薬及び頻尿治療薬

(4) 検 査

診察の結果､必要に応じて次の検査をそれぞれの範囲内で行 うことができるものと

する｡

(》 尿検査 (尿培養検査を含む○) 1-3か月に1回程度

(診 末梢血液一般 .生化学的検査③ cRP検査 1年に2回程度

④ エックス線検査⑤ 腹部超音波検査 1年に1回程度 .

4 健康管理手帳の有効期間

(1) 新規の交付

交付 日から起算して3年間とする｡

(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する首の翌日から起算して 1年間とする｡
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第4 慢性肝炎に係るアフターケア

1 趣 旨

慢性肝炎にり患した者で､症状固定後においてもウイルスの持続感染が認められる者

にあっては､肝炎の再燃又は肝病変の進行をきたすおそれがあることにかんがみ､アフ

ターケアを行 うものとする｡

2 対象者

アフターケアは､業務災害又は通勤災害によりウイルス肝炎にり患した者であって､

労働者災害補償保険法による障害補償給付若 しくは障害給付を受けている者又は受ける

と見込まれる者 (症状固定した者に限る｡)のうち､医学的に早期にアフターケアの実

施が必要であると認められる者に対して行 うものとする0

3 措置範囲

アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は､次のとおりとするO

(1) 診 察

原則として､症状固定後 3年を限度として､B型肝炎ウイルス感鞄者のうちHBe

抗原陽性者及びC型肝炎ウイルス感熟考については1か月に1回程度､B型肝炎ウイ

ルス感染者のうちHBe抗原陰性者については6か月に1回程度必夢に応じて行 うも

のとするが､医学的に必要のある者については､さらに継続して行 うことができるも

のとするO

(2) 保健指導

診療の都度､必要に応じて行 うものとする｡

(3) 検 査

診察の結果､必要に応じて次の検査をそれぞれの範囲内で行 うことができるものと

するO

① 末梢血液一般検査 6か月に1回程度

② 生化学的検査 (ア) HBe抗原陽性者及びC型肝炎ウイルス感醸者は､1か月に1回程度(イ) HBe抗原陰性者は､6か月に1回程摩
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④ B型肝炎ウイルス感鞄マーカー

6) HCV抗体

⑥ HCV-RNA同定 (定性)検査

⑦ AFP (α-フ.ェ トプロテイン)

(参 pIVKA-Ⅱ

⑨ プロトロンビン時間検査

⑩ cT検査

医学的に特に必要と認められる場合

に限るO

4 健康管理手帳の有効期間

(1) 新規の交付

交付 日から起算 して3年間とする｡

(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌 日から起算 して 1年間とする｡
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第 5 白内障等の眼疾患に係るアフターケア

1 趣 旨

白内障等の眼疾患にり息した者にあっては､症状固定後においても視機能に動揺をき

たすおそれがあることにかんがみ､アフターケアを行 うものとする｡

2 対象者

(1) アフターケアは､業務災害又は通勤災害による白内障､緑内障､網膜剥離､角膜疾

患､眼瞭内反毎の眼疾患の傷病者であって､労働者災害補償保険法による障害補償給

付若 しくは障害給付を受けている音叉は受けると見込まれる者 (症状固定した者に限

るo)のうち､医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者に対

して行 うものとする｡

(2) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長は､医学的に特に必要があると認める

ときは､業務災害又は通勤災害による眼疾患の傷病者であって､労働者災害補償保険

法による障害補償給付又は障害給付を受けていない者 (症状固定した者に限る｡)紘

ついてもアフターケアを行 うことができるものとする0

3 措置範囲

アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は､次のとおりとする｡

(1) 診 察

原則 として､症状固定後 2年を限度として､1か月に1回程度必要に応じて行うも

のとするが､医学的に更に継続する必要のある者については､その必要な期間継続し
/

て行 うことができるものとする｡

(2) 保健指導

診察の都度､必要に応 じて行 うものとするO

(3) 保健のための処置

診察の都度､必要に応じて次に掲げるそれぞれの範囲内で行 うことができるものと

するO

ア 睦毛抜去

眼除内反による睦毛乱生のために必要な者に対して行 うものとするO

イ 薬剤の支給

① 外用薬

② 眼圧降下薬

(4) 検 査

診察の結果､必要に応 じて次の検査をそれぞれの範囲内で行 うことができるものと

するo
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① 矯正視力検査

② 屈折検査

③ 細隙燈顕微鏡検査

④ 前房隅角検査

6) 精密眼圧測定

⑥ 精密眼底検査

⑦ 量的視野検査

診察の都度､必要に応じて実施

4 健康管理手帳の有効期間

(1) 新規の交付

交付日から起算して2年間とするo

(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して 1年間とする｡
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第 6 振動障害に係るアフターケア

1 趣 旨

振動障害にり患した者にあっては､症状固定後においても季節の変化等に伴い､後遺

症状に動揺をきたす場合が見 られること1こかんがみ､アフターケアを行 うものとする0

2 対象者

アフターケアは､業務災害による振動障害の傷病者であって､労働者災害補償保険法

による障害補償給付を受けている音叉は受けると見込まれる者 (症状固定 した者に限

るo)のうち､医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者に対 し

て行 うものとする｡

3 措置範囲

アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は､次のとお りとする｡

(1) 診 察

原則 として､症状固定後 2年を限度として､1か月に2回ないし4回程度 (寒冷期

においては､医師の意見を踏まえその必要とする回数)必要に応 じて行 うものとする

が､医学的に更に継続する必要のある者については､その必要な期間継続 して行 うこ

とができるものとする｡

(2) 保健指導

診察の都度､必要に応 じて行 うものとする｡特に身体局所に対する振動刺激を避け

るよう努めさせるとともに､防寒 ･保温､適度の運動の実施､喫煙の蕪止等 日常生活

上の配慮について指導するものとする｡

(3) 保健のための処置

診察の都度､必要に応 じて次に掲げるそれぞれの範囲内で行 うことができるものと

するO

ア 理学療法

診察の結果､医師の意見を踏まえ､必要と認められる場合には理学療法を行 うこ

とができるものとする｡

イ 注 射

診察の結果､医師が特に必要と認めた場合には､一時的な消炎 ･鎮痛のための注

射を行 うことができるものとする｡

り 薬剤の支給

① ニコチン酸薬

② 循環ホ/レ千ン薬

③ ビタミンBL､B2､B6､B12､E剤

④ ca括抗薬
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⑤ 交感神経 α-受容体抑制薬

⑥ 鎮痛 ･消炎薬 (外用薬を含む｡)

(4) 検 査

診察の結果､必要に応じて次の検査をそれぞれの範囲内で行 うことができるものと

する｡

① 末梢血液一般 ･生化学的検査

(診 尿検査

③ 末梢循環機能検査

(i)常温下皮膚温 ･爪圧迫検査

(汰)冷水負荷皮膚温 ･爪圧迫検査

④ -末梢神経機能検査

(i)常温下痛覚 ･振動覚検査

(ii)冷水負荷痛覚 ･振動覚検査

(iii)神経伝導速度検査 (ただし､遅発性尺骨

神経麻痔の場合にのみ行 う｡)

⑤ 末梢運動機能検査

握力の検査

1年に1回程度

(む 手関節及び肘関節のエックス線検査 放射線による身体的影響を考

慮 して必要と認 められる者に限

り､2年に1回程度

4 健康管理手帳の有効期間

(1) 新規の交付

交付 日から起算 して2年間とする｡

(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算 して 1年間とする｡
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第 7 大腿骨頭部骨折及び股 関節脱 臼 ･脱 臼骨折に係 るアフターケア

1 趣 旨

大腿骨額部骨折及び股関節脱臼 ･脱臼骨折の傷病者にあっては､症状固定後において

も大腿骨骨頭壊死の発症をきたすおそれがあることにかんがみ､アフターケアを行 うも

のとする0

2 対象者

(1) アフターケアは､業務災害又は通勤災害による大腿骨頭部骨折及び股関節脱臼 ･脱

臼骨折の傷病者であって､労働者災害補償保険法による障害補償給付若しくは障害給

付を受けている者又は受けると見込まれる者 (症状固定した者に限る｡)のうち､医

学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者に対して行 うものとす

る｡

(2) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長は､医学的に特に必要があると認める

ときは､業務災害又は通勤災害による大腿骨頭部骨折及び股関節脱臼 ･脱臼骨折の傷

病者であって､労働者災害補償保険法による障害補償給付又は障害給付を受けていな

い者 (症状固定した者に限る｡)についてもアフターケアを行 うことができるものと

する｡

3 措置範囲

アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は､次のとおりとする｡

(1) 診 察

原則として､症状固定後 3年を限度として､ 3-6か月に1回程度必要に応じて行

うものとするが､医学的に更に継続する必要のある者については､その必要な期間継

続 して行 うことができるものとする｡

(2) 保健指導

診察の都度､必要に応じて行 うものとする｡

(3) 保健のための処置

診察の都度､必要に応じて鎮痛 ･消炎薬 (外用薬を含む｡)を支給することができ

るものとする｡

(4) 検 査

診察の結果､必要に応じて次の検査をそれぞれの範囲内で行 うことができるものと

するO

① 末梢血棟一般 .生化学的検査 3- 6か月に1回程度
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③ シンチグラム､CT､叩R王等検 医学的に特に必要と認められる場合

4 健康管理手帳の有効期間

(1) 新規の交付

交付 日から起算 して3年間とする｡

(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌 日から起算 して 1年間とする｡

- 2 1 -



第 8 人工関節 ･人工骨頭置換に係るアフターケア

1 趣 旨

人工関節及び人工骨頭を置換 した者にあっては､症状固定後においても人工関節及び

人工骨頭の耐久性やルースニング (機械的又は感牡)により症状発現するおそれがある

ことにかんがみ､ナフタ-ケアを行 うものとする｡

2 対象者

アフターケアは､業務災害又は通勤災害により､人工関節及び人工骨頭を置換した者

であって､労働者災害補償保険法による障害補償給付若しくは障害給付を受けている者

又は受けると見込まれる者 (症状固定した者に限るO)のうち､医学的に早期にアフタ

ーケアの実施が必要であると認められるものに対して行 うものとする0

3 措置範囲

アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は､次のとお りとする｡

(1) 診 察

原則 として､3-6か月に1回程度必要に応じて行 うものとする｡

(2) 保健措導

診察の都度､必要に応 じて行 うものとする｡

(3) 保健のための処置

診察の都度､必要に応 じて鎮痛 ･消炎薬 (外用薬を含むO)を支給することができ

るものとするO

(4) 検 査

診察の結果､必要に応 じて次の検査をそれぞれの範囲内で行 うことができるものと

する｡

(D 末梢血液,-般 .生化学的検査② エックス線検査 3-6か月に1回程度

③ cRP検査 1年に2回程度

④ シンチグラム検査 医学的に特に必要と認められる場合に

4 健康管理手帳の有効期間

(1) 新規の交付
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交付日から起算して3年間とするO

(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年間とする｡
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第 9 慢性化膿性骨髄炎に係るアフターケア

1 趣 旨

骨折等により化膿性骨髄炎を併発 し､引き続き慢性化膿性骨髄炎に移行した者にあっ

ては､症状固定後においても骨髄炎が再燃するおそれがあることにかんがみ､アフター

ケアを行 うものとする｡

2 対象者

アフターケアは､業務災害又は通勤災害による骨折等により化膿性骨髄炎を併発し､

.引き続き慢性化膿性骨髄炎に移行 した者であって､労働者災害補償保険法による障害補

償給付若 しくは障害給付を受けている音叉は受けると見込まれる者 (症状固定した者に

限る｡)のうち､医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認トめられる者に対

して行 うものとする0

3 措置範囲

アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は､次のとお りとするov

(1) 診 察

原則として､症状固定後 3年を限度として､ 1-3か月に1回程度必要に応じて行

うものとするが､医学的に更に継続する必要のある者については､その必要な期間継

続 して行 うことができるものとするO

(2) 保健指導

診療の都度､必要に応 じて行 うものとするO

(3) 保健のための処置

診療の都度､必要に応 じて次の薬剤を支給することができるものとするO

① 抗菌薬 (抗生物質､外用薬を含む｡)

② 鎮痛 ･消炎薬 (外用薬を含む｡)

(4) 検 査

診察の結果､必要に応 じて次の検査をそれぞれの■範囲内で行 うことができるものと

する｡

(∋ 末梢血液一般 .生化学的検査 1- 3か月に 1回程度

② 細菌検査 診療の都度､必要に応じて実施

③ cRP検査. 1年に2回程度
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⑤ シンチグラム､CT､MRⅠ等検 医学的に特に必要と認められる場合

4 健康管理手帳の有効期間

(1) 新規の交付

交付 日から起算して3年間とする｡

(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌 日から起算して1年間とする｡
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第 10 虚血性心疾患等に係るアフターケア

1 趣 旨

虚血性心疾患にり息した者及びペースメーカ又は除細動器 (以下 ｢ペースメーカ等｣

という｡)を植え込んだ者にあっては､症状固定後においても､狭心症､不整脈あるい

は心機能障害が残存することが多く､また､植え込んだペ∵スメーカ等については､身

体条件の変化や機器の不具合等により不適正な機器の作動が生じるおそれがあることに

かんがみ､アフターケアを行 うものとする0

2 対象者

(D 虚血性心疾患にり患した者

ア アフターケアは､業務災害により虚血性心疾患にり息した者であって､労働者災

害補償保険法による障害等級第9級以上の障害補償給付を受けている者又は受ける

と見込まれる者 (症状固定した者に限る｡)のうち､医学的に早期にアフターケア

の実施が必要であると静められる者に対して行 うものとするO

イ 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長は､医学的に特に必要があると認め

るときは､障害等級第 10級以下の障害補償給付を受けている者についてもアフタ

ーケアを行 うことができるものとする｡

(2) ペースメーカ等を植え込んだ者

アフターケアは､業務災害又は通勤災害によりペースメーカ等を植え込んだ者であ

って､労働者災害補償保険法による障害補償給付若しくは障害給付を受けている者又

は受けると見込まれる者 (症状固定した者に限る｡)のうち､医学的に早期にアフタ

ーケアの実施が必要であると認められる者に対して行うものとする｡

3 措置範囲

アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は､次のとおりとするO

(1) 診 察

ア 虚血性心疾患にり患した者

原則として､症状固定後3年を限度として､1か月に1回程度必要に応じて行 う

ものとするが､医学的に更に継続する必要のある者については､その必要な期間継

続して行 うことができるものとする｡

イ ペースメーカ等を植え込んだ者

原則として､1-3か月に1回程度必要に応じて行 うものとする｡

(2) 保健指導

診察の都度､必要に応じて行うものとする｡

(3) 保健のための処置
＼

診察の都度､必要に応じて次に掲げる範囲内で行 うことができるものとする｡
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ア ペースメーカ等の定期チェック

ペースメーカ等のパルス幅､スパイク間隔､マグネットレー ト､刺激開催､感度

等の機能指標の計測とともに､アフターケア上必要な指導を行 うため､6か月～1

年に 1回程度実施するものとするO

イ 薬剤の支給

(∋ 抗狭心症薬

② 抗不整脈薬

③ 心機能改善薬

④ 循環改善薬 (利尿薬を含む｡)

⑤ 向精神薬

(4) 検 査

診察の結果､必要に応じて次の検査をそれぞれの範囲内で行 うことができるものと

する｡

ア 虚血性心疾患にり息した者

ー① 末梢血液一般 .生化学的検査 1か月に1回程度

(診 尿検査 ~

③ 心電図検査 (安静時及び負荷検査)

④ 胸部エックス線検査

6) ホルター心電図検査. 医学的に特に必要 と認められる

⑤ 心臓超音波検査 場合に限るo

イ ペースメーカ等を植え込んだ者

① 末梢血液一般 .生化学的検査 1-6か月に1回穣度

(診 尿検査

③ 心電図検査 (安静時及び負荷検査)

④ 胸部エックス線検査 6か月に1回程度

⑤ ホルター心電図検査 1年に1回程度

(む 心臓超音波検査 医学的に特に必要と認められる
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4 健康管理手帳の有効期間

(1) 新規の交付

交付 日から起算して3年間とする｡

(2) 更新による再交付

ア 虚血性心疾患にり息した者

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して 1年間とする｡

イ ペースメーカ等を植え込んだ者

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年間とする｡
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第 11 尿路系腰痛に係るアフターケア

1 趣 旨

尿路系腫癌にり患した者にあっては､症状固定後においても再轟する可能性が非常に

高いため定期的な検査が必要となることにかんがみ､アフターケアを行 うものとする｡

2 対象者

アフターケアは､業務に起因する尿路系腫癌にり息し､労働者災害補償保険法による

療養補償給付を受けている者であって､この尿路系腺癌が症状固定したと認められる者

のうち､医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者に対して行 う

ものとする｡

3 措置範囲

アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は､次のとお りとする｡

(1) 診 察

原則として､症状固定後 3年を限度として､ 1か月に1回程度必要に応じて行 うも

のとするが､医学的に更に継続する必要のある者については､そ07必要な期間継続 し

て行 うことができるものとする｡

(2) 保健指導

診察の都度､必要に応 じて行 うものとする｡

(3) 保健のための処置

診察の都度､必要に応 じて次の藤島瞳 支給することができるものとするo

① 再発予防のための抗がん薬

医学的に特に必要と認められる場合に限る (投与期間は症状固定後 1年以内とす

るO)O

② 抗菌薬 (抗生物質を含む｡)

(4) 検 査

診察の結果､必要に応 じて次の検査をそれぞれの範囲内で行 うことができるものと

する｡

① 尿検査 (尿培養検査を含むo)② 尿細胞診検査 1か月に1回程度
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4 健康管理手帳の有効期間

(1) 新規の交付

交付日から起算して3年間とするO

(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して1年間とする｡
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第 12 脳の器質性障害に係るアフターケア

1 趣 旨

脳に器質的損傷が出現 した者であって､症状固定後においても精神又は神経に障害を

残す者にあっては､季節､天候､社会環境等の変化に伴って症状に動揺をおこすことが

あることにかんがみ､アフターケアを行 うものとする｡

2 対象者

(1) アフターケアは､業務災害又は通勤災啓により次の①～⑤に掲げる傷病に由来する

脳の器質性障害が残存 した者であって､労働者災害補償保険法による障害等級 (以下

｢障害等級｣ とい う｡)第 9級以上の障害補償給付若 しくは障害給付を受けている者

又は受けると見込まれる者 (症状固定した者に限る｡)のうち､医学的に早期にアフ

ターケアの実施が必要であると認められる者に対 して行 うものとするO

(》 外傷による脳の器質的損傷

② 一酸化炭素中毒 (炭鉱災害によるものを除くo)

③ 減圧症

④ 脳血管疾患

⑤ 有機溶剤中毒等 (一酸化炭素中毒 (炭鉱災害によるものを含むO)を除く｡)

(2) 事業場の所産地を管轄する都道府県労働局長は､医学的に特に必要があると認める

ときは､業務災害又は通勤災害により上記 (1)に掲げる傷病に由来する脳の器質性障

害が残存 した者であって､障害等級第 10級以下の障害補償給付又は障害給付を受け

ている者についてもアフターケアを行 うことができるものとする｡

3 措置範囲

アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は､次のとおりとする｡

(1) 診 察

ア 外傷による脳の器質的損傷､-酸化炭素中毒 (炭鉱災害によるものを除く｡)及

び減圧症

原則 として､症状固定後 2年を限度 として､1か月に1回程度必要に応 じて行 う

ものとするが､医学的に更に継続する必要のある者については､その必要な期間継

続 して行 うことができるものとする｡

イ 脳血管疾患及び有機溶剤中毒等 (一酸化炭素中毒 (炭鉱災害によるものを含むO)

を除く｡)

原則 として､症状固定後 3年を限度 として､ 1か月に 1回程度必要に応 じて行 う

ものとするが､医学的に更に継続する必要のある者については､その必要な期間継

続 して行 うことができるものとする｡

(2) 保健指導
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診察の都度､必要に応 じて行 うものとする｡

(3) 保健のための処置

診察の都度､必要に応じて必要に次に掲げるそれぞれの範囲内で行 うことができる

ものとする｡

ア 精神療法及びカウンセ リング

アフターケアとして実施する精神療法及びカウンセリングは､治療ではなく､後

遺症状の増悪を防止するための保健上の措置であることから､その処置内容につい

ては､生活指導に重点を置いたものとする｡

イ 四肢麻痔等が出現した者については､裾癒処置及び尿路処置が必要となることか

ら､次の処置及び処置に伴 う必要な材料の支給を行 うことができるものとする｡

(》 裾癒処置

裾漆が生じている者に対 し､その症状に応じて行 うものとするOただし､療養

補償給付又は療養給付の対象 と準る裾癖については､アフターケアの対象となら

ないoLたがって､症状が若干の通院又は投薬で回復する程度の裾痕を対象とす

るものとするO

また､医師が必要と認めた場‥合には､自宅等で交換のために使用する滅菌ガー

ゼ及び鮮創膏を支給できるものとする｡

② 尿路処置 (導尿､勝朕洗浄､留置カテーテル設置 ･交換を含む｡)

医師が必要と認めた場合には､自宅等で使用するためのカテーテル､カテーテ

ル用消毒棟 (洗浄剤及び潤滑剤を含むO)及び滅菌ガーゼを支給できるものとす

る｡

ウ 薬剤の支給

(∋ 神経系機能賦活薬

② 向精神薬

③ 筋弛緩薬

④ 自律神経薬

(9 鎮痛 ･消炎薬 (外用薬を含むO)

⑥ 抗パーキンソン薬

⑦ 抗てんかん薬

外傷性てんかんのある者及び外傷性てんかん発症のおそれのある者に対して

支給するo

⑧ 循環改善薬 (鎮費薬､血管拡張薬及び昇圧薬を含む｡)

血液の循環の改善を必要 とするものに対して必要に応じて支給する｡

上記のほか､四肢麻嫁等が出現 した者については､裾疲処置及び尿路処置が必

要となることから､次の薬剤を支給することができるものとする｡

① 抗菌薬 (抗生物質､外用薬を含むふ)

尿路感染者､尿路感染のおそれのある者及び裾槍のある者を対象とする｡

② 祷癒処置用 ･尿路処置用外用薬
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③ 排尿障害改善薬及び頻尿治療薬

④ 筋弛緩薬 (鎮疲薬を含むO)

重症癌性麻捧治療薬髄腔内持続注入用埋込型ポンプに再充填する鎮痘薬を含

むO

⑤ 末梢神経障害治療薬

⑥ 整腸薬､下剤及び探勝薬

(4) 検 査

診察の結果､必要に応じて次の検査をそれぞれの範囲内で行 うことができるもの

とするO

(D 末梢血液一般 .生化学的検査② 尿検査③ 脳波検査.④ 心理検査 1年に1回線度

⑤ 視機能検査 (眼底検査等も含 1年に1回程度 (眼に関する病訴は､対

むo) 象傷病による調節障害もあるが､業務上の

事由又は通勤による疾病以外の疾病等によ

るものも少なくないため､これ との鑑別上

必要な場-合に実施するo)

⑤ 前庭平衡機能検査 1年に 1回程度 (めまい感又は身体平衡

障害の病訴のある者に対 して必要な場合に

実施するO)

⑦ 頭部のエ ックス線検査 1年に1琴程度

⑧ 頭部のCT､MRⅠ無検査 医学的昔時に必要と認められる場合'に限

上記のほか､四肢麻痔等が出現 した者については､裾療処置及び尿路処置が必要

となることから､必要に応じて次の検査をそれぞれの範囲内で行 うことができるも

のとするO

① 尿検査 (尿培養検査を含む○) 診察の都度､必要に応 じて実施
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③ 勝批機能検査 (残尿測定検査を含むo)残尿測定検査は､超音波によるものを含むO④ 腎臓､膜批及び尿道のエックス線検査 1年に1回程度

⑤ 麻療域関節のエックス線､C 医学的に特に必要 と認められる場合に

4 健康管理手帳の有効期間

(1) 新規の交付

ア 外傷による脳の器質的損傷､一酸化炭素中毒 (炭鉱災害によるものを除くo)及

び減圧症

交付 日から起算 して 2年間とするO

イ 脳血管疾患及び有機溶剤中毒等 (一酸化炭素中毒 (炭鉱災害によるものを含むO)

を除く｡)

交付 日から起算 して 3年間とする｡

(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌 日から起算 して 1年間とする｡
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第 13 外傷による末梢神経損傷に係るアフターケア

1 趣 旨

外傷により末梢神経を損傷した者にあっては､症状固定後においても末梢神経の損傷

に起因するRSD (反射性交感神経ジス トロフィー)及びカウザルギーによる激しい痔

痛等の緩和を必要とすることがあることにかんがみ､アフターケアを行 うものとする0

2 対象者

アフターケアは､業務災害又は通勤災害による外傷により末梢神経損傷に起因し､症

状固定後も激 しい痔痛が残存する者であって､労働者災害補償保険法による障害等級第

12級以上の障害補償給付又は障害給付を受けている者又は受けると見込まれる者 (症

状固定した者に限るO)のうち､医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認

められる者に対 して行 うものとする｡

3 措置範囲

アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は､次のとおりとするo

(1) 診 療

原則 として､症状固定後 3年を限度として､1か月に1-2回程度必要に応じて行

うものとするが､医学的に更に継続する必要がある者については､その必要な期間継

続して行 うことができるものとする｡

(2) 保健指導

診察の都度､必要に応 じて行 うものとする｡

(3) 保健のための処置

診察の都度､必要に応 じて次に掲げる範囲内で行 うことができるものとする｡

ア 注 射

診察の結果､特に痔痛が激 しく神経ブロックもやむを得ないと医師が判断した場

合に限り､1か月に2回を限度として神経ブロックを行 うことができるものとする｡

イ 薬剤の支給

(D 鎮痛 ･消炎薬 (外用薬を含む｡)

② 末梢神経障害治療薬

(4) 検 査

診察の結果､必要に応 じて次の検査をそれぞれの範囲内で行 うことができるものと

する｡
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③ エックス線検査 医学的に特に必要と認められる場合に限

4 健康管理手帳の有効期間

(1) 新規の交付

交付日から起算して3年間とする｡

(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して 1年間とするO
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第 14 熱傷に係るアフターケア

1 趣 旨

熱傷の傷病者にあっては､症状固定後においても傷痕による皮膚のそう痔､湿疹､皮

膚炎等の後遺症状を残すことがあることにかんがみ､アフターケアを行うものとする｡

2 対象者

(1) アフターケアは､業務災害又は通勤災害による熱傷の傷病者であって､労働者災害

補償保険法による障害等級第 12級以上の障害補償給付又は障害給付を受けている者

又は受けると見込まれる者 (症状固定した者に限る｡)のうち､医学的に早期にアフ

ターケアの実施が必要であると認められる者に対して行うものとするO

(2) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長は､医学的に早期にアフターケアが必

要であると認められる後遺障害の程度が ｢男性の外ぼうに醜状を残すもの｣(障薯等

級第 14級)に該当する者についてもアフターケアを行うことができるものとする0

3 措置範囲

アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は､次のとおりとする｡

(1) 診 療

原則として､症状固定後3年を限度として1か月に1回程度必要に応じて行うもの

とするが､医学的に更に継続する必要がある者については､その必要な期間継続して

行 うことができるものとするo

(2) 保健指導

診察の都度､必要に応じて行 うものとする｡

(3) 保健のための処置

診察の都度､必要に応じて外用薬等 (抗菌薬を含むO)を支給することができるも

のとする｡

(4) 検 査

診療の結果､必要に応じて次の検査をそれぞれの範囲内で行 うことができるものと

する｡

(D 末梢血液一般 .生化学的検査 1年に1回程度

4 健康管理手帳の有効期間

(1) 新規の交付

交付 日から起算して3年間とする｡
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(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して1年間とする｡
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第 15 サ リン中毒に係 るアフターケア

1 趣 旨

特に異常な状況下において､強力な殺傷作用を有するサリンに中毒した者にあっては､

症状固定後においても､縮瞳､視覚障害､末梢神経障害､筋障害､中枢神経障害､心的

外傷後ス トレス障害等の後遺症状について増悪の予防その他の医学的措置を必要とする

ことにかんがみ､アフターケアを行 うものとする｡

2 対象者

アフターケアは､業務災害又は通勤災害によりサリンに申毒した者を対象とし､労働

者災害補償保険法による療養補償給付又は療養給付を受けていた者であって､サリン中

毒が給った者のうち､次の①～④に掲げる後遺症状によって､医学的に早期にアフター

ケアの実施が必要であると認められる者に対して行 うものとするO

① 縮瞳､視覚障害等の眼に関連する障害

(診 筋萎縮､筋力低下､感覚障害等の末梢神経障害及び筋障害

③ ~記憶力の低下､脳波の異常等の中枢神経障害

④ 心的外傷後ス トレス障害

3 措置範囲

アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は､次のとおりとするO

(1) 診 療

原則として､症状固定後 3年を限度として､1か月に1回程度必要に応じて行うこ

とができるが､医学的に更に継続する必要のある者については､その必要な期間継続

して行 うことができるものとする｡

(2) 保健指導

診察の都度､必要に応じて行 うものとするO

(3) 保健のための処置

診察の都度､必要に応じて次に掲げるそれぞれの範囲内で行 うことができるものと

する｡

ア 精神療法及びカウンセ リングの実施

(ア) 後遺症状として心的外傷後ス トレス障害があると認められる者について､専門

の医師による精神療法及びカウンセリングを行 うことができるものとする｡

(イ) アフターケアとして実施する精神療法及びカウンセリングは､治療ではなく､

後遺症状の増悪を防止するための保健上の措置であることから､その処置内容に

ついては､生活指導に重点を置いたものとすることo

イ 薬剤の支給

① 点眼薬
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② 神経系機能賦活薬

③ 向精神薬

④ 自･律神経薬

⑤ 鎮痛 ･消炎薬 (外用薬を含む｡)

(4) 検 査

診察の結果､必要に応じて次の検査をそれぞれの範囲内で行 うことができるものと

する｡

① 末梢血棟-般 ･生化学的検査

② 尿検査

③ 視機能検査 (眼底検査も含む｡)

④ 末梢神経機能検査 (神経伝達速度検査)

⑤ 心電図検査

⑥ 筋電図検査

⑦ 脳波検査

⑧ 心理検査

1年に2回程度

4 健康管理手帳の有効期間

(1) 新規の交付

交付日から起算 して 3年間とするO

(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して 1年間とする｡
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第 16 精神障害に係るアフターケア

1 趣 旨

業務による心理的負荷を原因として精神障害を発病した者にあっては､症状固定後に

おいてもその後遺症状について増悪の予防その他の医学的措置を必要とすることにかん

がみ､アフターケアを行 うものとする｡

2 対象者

アフターケアは､業務にさる心理的負荷を原因として精神障害を発病した者を対象と

し､労働者災害補償保険法による療養補償給付を受けていた者であって､この精神障害

が症状固定 した者のうち､次の①～④に掲げる後遺症状によって､医学的に早期にアフ

ターケアの実施が必要であると認められる者に対して行 うものとするO

(D 気分の障害 (抑 うつ､不安等)

② 意欲の障害 (低下等)

③ 慢性化 した幻覚性の障害又は慢性化した妄想性の障害

④ 記憶の障害又は知的能力の障害

3 措置範囲

アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は､次のとおりとするo

(1) 診 察

原則として､症状固定後 3年を限度とし､1か月に1回程度必要に応じて行うこと

ができるが､医学的に更に継続する必要のある者については､その必要な期間継続し

て行 うことができるものとする｡

(2) 保健指導

診察の都度､必要に応じて行 うものとする｡

(3) 保健のための処置

診察の都度､必要に応じて次に掲げるそれぞれの範囲内で行 うことができるものと

する｡

ア 精神療法及びカウンセ リングの実施

(ア) 後遺症状として気分の障害又は慢性化した幻覚性の障害若しくは慢性化した妄

想性の障害があると謬められる者については､診察の都度､必要に応じて専門の

医師による精神療法及びカウンセリングを行 うことができる0

(イ) アフターケアとして実施する精神療法及びカウンセ リングは､治療ではなく､

後遺症状の増悪を防止するための保健上の措置であることから､その処置内容に

ついては､生活指導に重点を置いたものとする｡

イ 薬剤の支給

① 向精神薬
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② 神経系機能賦活薬

(4) 検 査

診察の結果､必要に応じて次の検査をそれぞれの範囲内で行 うことができるものと

する｡

① 心理検査② 脳波検査､CT､MRⅠ検査. 1年に2回程度

③ 末梢血液｣般 .生化学的検査 向精神薬を使用している場合に､1

4 健康管理手帳の有効期間

(1) 新規の交付

交付 日から起算 して3年間とする｡

(2) 更新による再交付 ′

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌 日か ら起算 して 1年間とするO
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第 17 循環器障害に係るアフターケア

1 趣 旨

心臓弁を損傷した者､心膜の病変を残す者及び人工弁又は人工血管に置換した者にあ

っては､症状固定後においても心機能の低下を残したり､血睦の形成により循環不全や

脳梗塞等をきたすおそれがあることにかんがみ､アフターケアを行 うものとする0

2 対象者

アフターケアは､次の者に対 して行 うものとする｡

① 業務災害又は通勤災害により､心臓弁を損傷した者､心膜の病変の障害を残す者又

は人工弁に置換 した者であって､労働者災害補償保険法による障害補償給付若しくは

障害給付を受けている者又は受けると見込まれる者 (症状固定した者に限るO)のう

ち､医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者

② 業務災害又は通勤災害により人工血管に置換 した者であって､症状固定した者のう

ち､医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者

3 措置範囲

アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は､次のとおりとするO

(1) 診 察

ア 心臓弁を損傷した者及び心膜の病変を残す者

原則として､症状固定後 3年を限度として､1-3か月に 1回程度必要に応じて

行 うものとするが､医学的に更に継続する必要のある者については､その必要な期

間継続 して行 うこrとができるものとする｡

イ 人工弁又は人工血管に置換 した者

原則 として､人工弁又は人工血管に置換した者については､1-3か月に1回程

度必要に応 じて行 うものとするo

(2) 保健指導

診察の都度､必要に応 じて行 うものとする｡

(3) 保健のための処置

診察の都度､必要に応 じて次の薬剤を支給することができるものとするQ

① 抗不整脈薬

② 心機能改善薬

③ 循環改善薬 (利尿薬を含むo)

④ 向精神薬

心臓弁を損傷 した者及び人工弁に置換した者に対し支給するQ

⑤ 血液凝固阻止薬

人工弁又は人工血管に置換 した者に対し支給する｡
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(4) 検 査

診察の嫁菜､必要に応じて次の検査をそれぞれの範囲内で行うことができるものと

する｡

(D 末梢血液-般 .生化学的検査② 尿検査 1- 6か月に1回程度

③ 心電図検査 (安静時及び負荷検査)④ エックス線検査 3- 6か月に1回程度

⑤ 心音図検査 人工弁に置換した者に対し､ 3- 6か月

に1回程度

⑥ 心臓超音波検査 人工弁又は人工血管に置換 した者に対

し､ 1年に1回程度

⑦ cRP検査 人工弁又は人工血管に置換 した者に対

し､ 1年に2回程度

⑧ 脈波図検査 人工血管に置換した者に対し､ 1年に1

回程度

⑨ CT又はMRⅠ検査 人工血管に置換した者に対し､医学的に

4 健康管理手帳の有効期間

(1) 新規の交付

交付日から起算して3年間とするO

(2) 更新による再交付

ア 心臓弁を損傷した者及び心膜の病変を残す者

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して1年間とする｡

イ 人工弁又は人工血管に置換 した者

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年間とするO
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第 18 呼吸機能障害に係るアフタ-ケア

1 趣 旨

呼吸機能障害を残す者にあっては､症状固定後においても咳や痕等の後遺症状を残す

ため､その症状の軽減及び悪化の防止を図る必要があることにかんがみ､ アフターケ

アを行 うものとする｡

2 対象者

アフターケアは､業務災害又は通勤災害により呼吸機能障害を残す者であって､労働

者災害補償保険法による障害補償給付若しくは障害給付を受けている者又は受けると見

込まれる者 (症状固定した者に限るo)のうち､医学的に早期にアフターケアの実施が

必要であると謬められる者に対して行 うものとする0

3 措置範囲

アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は､次のとおりとする｡

(1) 診 察

原則として､症状固定後 3年を限度として､1′か月に1回程度必要に応じて行 うも

のとするが､医学的に更に継続する必要のある者については､その必要な期間継続し

て行 うことができるものとする｡

(2) 保健指導

診察の都度､必要に応じて行 うものとする｡特に喫煙者に対しては､日常生活上の

配慮として喫煙の禁止について指導するものとするOただし､私病であるニコチン依

存症の治療は行えないものである｡

(3) 保健のための処置

診察の都度､必要に応 じて次の薬剤を支給することができるものとするO

① 素顔薬

② 鎮咳薬

③ 噛息治療薬

④ 抗菌薬 (抗生物質を含む｡)

⑤ 呼吸器用吸入薬及び貼付薬

⑥ 鎮痛 ･消炎薬 (外用薬を含む｡)

(4) 検 査

診察の結果､必要に応 じて次の検査をそれぞれの範囲内で行 うことができるものと

するO

① 末梢血液-般 ･生化学的検査

② CRP検査

- 4 5 -

1年に2回程度



③ 啄療細菌検査

④ スパイログラフィー検査

⑤ 胸部エックス線検査

⑥ 血液ガス分析 1年に2-4回程度

4 健康管理手帳の有効期間

(1) 新規の交付

交付 日から起算して3年間とするO

(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して 1年間とするO
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第 19 消化器障害に係るアフターケア

1 趣 旨

消化器を損傷した者で､症状固定後においても､消化吸収障害､逆流性食道炎､ダン

ピング症候群､腸管癒着､排便機能障害又は搾機能障害 (以下 ｢消化吸収障害等｣とい

う｡)の障害を残す者にあっては､腹痛や排便機能障害等を発症するおそれがあること､

また､消化器ス トマ (大腸皮膚療､小腸皮膚療及び人工肛門)を造設するに至った者に

あっては､反応性びらん等を発症するおそれがあることにかんがみ､アフターケアを行

うものとする｡

2 対象者

アフターケアは､業務災害又は通勤災害によ･り､消化吸収障害等を残す者又は消化器

ス トマを造設 した者であって､労働者災害補償保険法による障害補償給付若 しくは障害

給付を受けている者又は受けると見込まれる者 (症状固定した者に限るO)のうち､医

学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者に対して行 うものとす

る0

3 措置範囲

アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は､次のとおりとする｡

(1) 診 察

原則として､症状固定後 3年を限度として､ 1か月に1回程度必要に応じて行 うも

のとするが､医学的に更lに継続する必要のある者については､その必要な期間継続し

て行 うことができるものとする｡

(2) 保健指導

診察の都度､必要に応 じて行 うものとする｡

(3) 保健のための処置

診察の都度､必要に応 じて次に掲げるそれぞれの範囲内で行 うことができるものと

する｡

ア ス トマ処置

イ 外癖の処置

軽微な外療が認められる者に対し､外療周辺の反応性びらん等の発症を予防する

ために実施するものとする｡

り 自宅等で使用するための滅菌ガーゼの支給

工 薬剤の支給

(∋ 整腸薬､止鴻薬

② 下剤､藻腸薬

③ 抗貧血用薬

- 4 7 -



④ 消化性潰疲用薬

逆流性食道炎が認められる場合に支給するo

⑤ 蛋白分解酵素阻害薬

⑥ 消化酵素薬

⑦ 抗菌薬 (抗生物質､外用薬を含む｡)

⑧ 鎮痛 ･消炎薬 (外用薬を含むO)

(4) 検 査

診療の結果､必要に応じて次の検査をそれぞれの範囲内.で行 うことができるものと

する｡

(D 末梢血液一般 .生化学的検査 3か月に1回程度

② 尿検査

(卦 腹部超音波検査 医学的に特に必要と認められる場

④ 消化器内視鏡検査 (ERCPを含む○) 合に限るO

l⑤ 腹部エックス線検査

4 健康管理手帳の有効期間

(1) 新規の交付

交付 日から起算して3年間とする｡

(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して1年間とする｡
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第 20 炭鉱災害による一酸化炭素中毒に係るアフターケア

1 趣 旨

炭鉱災害による一酸化炭素中毒にり患した者にあっては､症状固定後においても季節､

天候､社会環境等の変化に随伴して精神又は身体の後遺症に動揺をおこすことがあるこ

とにかんがみ､アフターケアを行 うものとする｡

2 対象者

アフターケアは､炭鉱災害による一酸化炭素中毒について労働者災害補償保険法によ

る療養補償給付を受けていた者であって､当該一酸化炭素中毒が症状固定した者のうち､

医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者に対して行 うものとす

る｡

3 措置範囲

アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は､次のとおりlとするo

(1) 診 察

原則として､症状固定後3年を限度として､ 1か月に1回程度必要に応じて行 うも

のとするが､医学的に更に継続する必要のある者については､その必要とする期間継

続して行うことができるものとする｡

(2) _保健指導

診察の都度､必要に応じて行うものとする｡

(3) 保健のための処置

診察の都度､必要に応じて次の薬剤を支給することができるものとする｡これらの

薬剤の支給は､中枢神経系の障害に対して維持的な効果を与えるために行 うものであ

るので､その投与については､それぞれ定めるところによって取り扱うものとする｡

なお､これらの薬剤を必要とする者の中には､本質的には-酸化炭素中毒以外の疾

病によると思われる症状が合併していることがあるので､診察にあたってはこの点に

特に留意する｡

また､一酸化炭素中毒以外の疾病に'ついては当該アフターケアを行う趣旨ではない

ので､例えば高血圧症､貧血､胃腸疾患､腰痛､神経痛､頚部せき椎症等に対する胃

腸薬､造血薬､強肝薬､総合ビタミン剤等の投与は､アフターケアとしての薬剤の支

給とは認められないものである｡

ア 脳機能賦活薬

向精神性ビタミン剤及び代謝促進薬を主とするが､･その使用量は急性期の場合と

異なって少量持続の方針をとることとし､次により適宜選択して授与するものとす

るO
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(∋ ビタミンB1 1日 25mg～ 50∬lg

② ビタミンB12 1日 0.2mg-ご0. 5mg

③ GABA (ガンマロン) 500mg～ 1,000mg

イ 向精神薬､筋弛緩薬 (鎮疲薬を含む｡)及び鎮痛薬

次の薬剤投与はできるだけ少量であることとし､①についてはめまいや曝気のあ

るものに対し､②については肩こりなどの筋緊張性病訴又は神経症的病訴のあるも

のに対し､主として使用されるものである｡

(∋ フエノチアヂン系等 1日 1錠-3錠程度

② ジアゼパム系等

ウ 血管拡張薬

肩こり､頚部こり､頭痛などの自覚症状の中には上記イの薬剤 と血管拡張薬とを

併用することによって症状が軽減 し､労働可能となるものが少なくないので､少量

の血管拡張薬 (1日1錠ないし3錠程度)は投与してもよいものである｡

エ その他の薬剤

パーキンソン症候群を有するものに対しては抗パーキンソン薬を､脳波異常のあ

るもの又は疲轡発作をおこすものに対しては抗痘轡薬を､血液の循環の改善を必要

とするものに対しては少量の内服昇圧薬を必要に応じ投与するものであるO ぐ

(4) 検 査(健康診断)

診療の結果､必要に応じて次の検査をそれぞれの範囲内で行 うことができるものと

する｡

(D 全身状態の検査 1年に 1回程度 .

② 自覚症状の検査

③ 精神､神経症状の一般的検査

④ 尿中の蛋白､糖及びウロビリノ-ゲンの検査 ①～③の検査の結果､医

⑤ 赤血球沈降速度及び白血坪数の検査 学的に特に必要 と認められ

⑥ 視野検査 る場合に限るO
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⑧ 心電図検査

⑨ 胸部エックス線検査

⑳ cT･､MRI検査

4 健康管理手帳の有効期間

(1) 新規の交付

交付 日から起算 して3年間とする｡

(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌 日から起算 して 1年間とする｡

- 5 1 -



(様式第 1号)

注 意 事 項

労 働 者 災 害 補 償 保

健康管理手帳交付
有効期限

氏 名

厚 生 労 働 省



(裏面)

Q) ア フ タ ー ケ ア 記 録
婚虻の碓別 綿鑑年J7円 広螺敵将三組ー

lril18

I.# 月 L.1

午 f7 E]

咋 月 m

年 月 円

群 Fl ロ

年 月 EI

Eri月 日

LTi乃 L-I

Jri月 日

咋 月 日
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Lf:13 1:]
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(様式第 2号)

健康管理手帳交付報告書

① 労働保険番号 基幹番号

0らア刀サタチ∩マヤラワ

らイ辛シチ ヒ リン

27ウクスツ又フAユル一t
38エチせチネへメ レ○

O拐点､半濁点は一文字として耽り扱うこと｡
(糾
TiLtjil":う

◎受付年月8
7平成讐□巧ロロロロ

ロロロロロロロロロロロロロロ(娼茎間口ロロ胃日月
⑦年金証啓番号⑤傷病年月日 ⑧対象傷病コード⑨性別

(,S芋富農ロロロロロ目 口ロ日日ロ日日ロロ ロロ ロ主要
⑩対象箸氏名(カナ)
□□□□ロロロロ｡□□□□□□□姓と名の閥は1字空けるD⑳対象者氏名(湊字) ⑫郵便番号
[コ□□□□[コ□[コ[コ口 □□ローロロロロ姓と名の間はユ串空ける｡⑳都道府県コード⑯住所

□□[コロロロロロロロ[コ[コロロロ⑯(続き)
□□□□□□□□□□□□□□□⑯(続き)
□[コ⊂][コ[コ[コ日日ロ[コ
◎屯話番号
ロロロロロロロロロロロロロロロロ⑯薄遇別⑯業種別 ◎管緒局番

､口去慧霊芝冨□□□□ □□□□
⑳冶ゆ年月臼
十｢'"j口｢十十言口



(様式第3号)
※警護団Ⅲ固団珂回国貴国団

健康管理手帳更新 ･再交付 申請書･

帳票那lJ ①管轄局 -!紀姦⊥

早津甘転封 日日② 更新 .再交付 ③受付年月日

□ 還 付 野口ロ□□ロコ◎現在の健康管理単板番号J酉暦年.所轄局日高病番号l振出番号l潰番号1
□□□□□□□□□□□ロ口

健康管理粥 の 更 新 再 交 付 を申請 しますO労 働 局 長 殿

( 労働基準 監督署 穫 由)

一千 )

隆 所

申請者の (TEL )
フリガナ 印
氏 名

(記名押印又は署名)

※再交付申請の場合､該当する理由にOを付けてください,

ィ.健康管理手帳を鰍兵したため

ロ.位頗管理手帳を汚損したため

ハ.アフターケア記録楠がなくなったため

こ.その他 (具体的に着いてください)

( )

備 考



(様式第 3号別紙)

アフターケア実施期間の更新に関する診断書

明.大 .昭 .辛

琵箸 .生年月日 年 月 日 男 .女

1 対象傷病名

2 最近1年間の診察実施回数 : か月に……_…周程度

3 後遺症状の状態

(1)現在における後遺症状の状態 (具体的に記載してくださいo):

※
(2)後遺症状の動揺のおそれ (該当する番号をOで囲んでくださいo)

① あり .(a :治ゆ時より減少 b:治ゆ時と同程度 C:治ゆ時より増大)

② .なし

(3)後遺障害に付随する疾病の発症のおそれ (該当する番号をOで囲んでくださいo)

① あり (a:治ゆ時より減少 b:治ゆ時と同程度 C ‥治や時より増大)

② なし

(※)｢後遺症状の動揺｣とは､後遺症状の程度の増減又は変動をいいます｡



(裏面).

4 実施期間の更新の必要性 (該当する番号をOで囲んでくださいo)

①あり ②なし

※ ｢①あり｣の場合には､以下の ｢(1)実施期間の更新を必要とする理由｣を

具体的に記述 し､｢(2)今後予想される必要とする診察実施回数｣を記入してく

ださいo

(1)実施期間の更新を必要とする理由 :

上記のとおり診断します｡

平成 年 月 日

実施医療機関等



(様式第4号)

･:Sll･:::).

第 号

平成 年 月 日

労 働 局 長

健 康 管 理 手 機 の に つ い て

標 記 に つ い て ､ 別 添 の と お り 下 記 偽 病 名 に 係 る 健 康 管 理 手 帳 を します ‥

記

対象傷病名

労働者災審補償陰険制度では､業務災害又は通勤災書により被災された方 に々対 して､その方の症状が固定した (治ゆ1

枚においても､後遺症状に動揺を来 したり､後遭障書に付随する疾病を発症させるおそれがあることから､必要に応じ.

予防その他絵ゆ後の陳睡上の措定として ｢アフターケア｣を実施しています｡

アフタ-ケアを受けようとするときは陸療管理手帳上の注意を託み､労災指定医稽機関等にこの陳庚管理手帳を提出し

てください｡

なお､受領書の ｢受領年月日｣､r署名又は記名押目り の欄を記入し､点線に沿って切り離 し返送 してください二.

(送 付 先 )

受 領 書

上記番号の瞭涙管環手帳を受領しましたt,

年 月 日

署 名 文 は

記 名 押 印

｢署名文は記名押印｣の欄は､記名押印することに代えて,白寿による署名をすることができます,.



(様式第5号) ァフターケア委託費請表 警 陸 田 固団開 国 開 国

帳票種別_ 綿正郎番号 ①※管轄局 ②※受付年朋 蒜

B]団閥 田 口 ′E]挺 7平成冒.E].冒盟 LE]野 草

LA
∫い

③措定病院等の番号 7-

□□□□口ロ□ 賢･ ◎ ー 請 求 金 額 ⑤ 内訳番 漆付枚数育
万 千 - 円 枚

7平成門口□年□□月分 □□□□□□ロ□□

ほ か 名に対する委託費の内容は､別款内訳容のとおり○

上記の金額を請求しますo平成 年 月 日

郵便番号

-住 所

(所在地)竿病品 は&̂* 所 ,n 名 称

代衷者氏名 印

(紀名押印又は署名)

電昏番号

受 付 印

労 働 局 長 段 ! …II



(様式第 5号の2)
'=K警護画風E]団図画固賛固珂

蚊票種別 修正那番号
斑団図回回 □

①支払朝

日□ロロロロ貸

◎査怠額
三豊□腎□□門口ロロ

⑥増減理由⑦処理区分⑧決定年月日
ロ日 日ロ 讐ロコロロロロ
修正榊
□□□□ロロロロロロロロロ

r

観
月
記
入
欄

病院等の名称

対象 となる

77タ-ケア頚輪コード

基両の菱の塔病コード

を取入してくださいb

前回の検査年月日 年 月 日

診 療 内 訳 診 療 内 訳 金 額

時間外 @] 初 診 年 月 日

時間外 囲 再 診 年 月 日

小 計

摘 要

1･･
｢;
.:.I'
･･J

･
･

.

..

皮下筋肉内

静 脈 内



(様式第 5号の3)

指 定 病 院等 の 番 号 病院等の名称

偉 庚 管 理.羊帳の番 号 受 診 者の氏島

((



(様式第6号)
※警護回田画B]図回軍団周回

アフターケア委託費請求書 (薬局用)

帳票種別 ※修正項目番号①※管樽局 ②※受付年月日 -■■{l-■■一■l--

B]賛同回国 口 折田 7平成日 日 門口 B □ロ . 隻
年.局.E= 土それぞれ右詰め

～③指定薬局の番号
□□ロ□口□□ロ

◎ 請 求 金 額 ⑤ 内訳審締付枚数

冒万 千 四 枚

‡ 千主1 ~∴ ∴

a ⑥請求年 ⑦請求月 ※修正梢
7平成'誓口□年口ロ月分 □□□□日日□□□

ほ か 名に対する賓託費の内叡 ま､別紙内訳磐のとおりB

上記の金額を請求 します○ ～平 成 年 月 El

郵便番号

住 所

(所在地)

富等 指 .㌔ #̂ 局 ,0 名 称

代表者氏名 印

(記名押印又は署名)

尾括番号

受付 印



驚回田回国回圏固団海国(様式第 6号の2)

帳票種別 体正項目番号①支払額 1.負盲己

図回摺何針 □ 北 上日 日｣門
1 夏至②:@凍管理手帳替射,j鮒 度基十溝捕殺暴慢端封享;試莞猟書艶監･よ.14.函暦年所韓早撞病者割 振出番号 1枚番号.･硯華誹巌亭ミ-I.③増減理由H暮.I 一一.こ}ふ:♂.lJ
･IS, 寮驚異藩.範葦･り{.敢こ.こJ.ll.I-1号--:..ちI,i:rlp.i.',/S朝..将,..;.王.q....-.;ヨー.Jr..(,i..:7....,描.潔..哲...LP-i+鰐⑤査定額

･璽汗' 局日汚.l薄;1-日!.敬 +確首万;T{_↓一波 千 円

･iJ.'. ･8ほそれぞpi-1彪jifJ=,'r桝,絶t-I-I!:IfJ.･宅-:二⑥処理区分 ⑦決定年月日∴一口u 門 日 日 巨口｢=魔笛箪笥

!'?.:,汁.L.I.溜;-'含t.'j妄 抑黄'矩誰;'1-.:修正欄郷葉□ロロ口□□□□□□□□HS:''",I:勃･昌.l欝 藷愚意謡鐘等/毎..),a.r:.'潰:'t=綱紀費絹葺

燕 局の名 称 所在地

日姦 面 の 表 の併病 コー ドを記入してください 担当医師名

調 剤 年 月 El 年 月 日 摘 要

刺 塑 処 . 方 単位薬剤料 調剤数量 調剤料占 調剤報酬点数占

内 服屯 服そ の 他 IllIIIIIIlIIIII

内 服屯 服そ の 他 IlaIl?iIlIlalil

内 服屯 服そ の 他 IIIlIIIIIlIalJIIIII

内 線屯 施そ1の 他 llIlIIlIIIlalII1f

ア

フ

タ

ー

ケ

ア
委

託

費
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求

内

訳

書

へ
薬
局

周
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_(＼
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